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資料１  食育基本法 

 

 

◆食育基本法◆ 

（平成十七年六月十七日法律第六十三号） 

 

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未

来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身

の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切で

ある。子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よ

りも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育

及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関す

る知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育て

る食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要な

ものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及

ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるも

のである。 

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日

の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食

事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上

の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫

する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」

のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人か

らはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失

われる危機にある。こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考

え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・

対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、

豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料

自給率の向上に寄与することが期待されている。 

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の

様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切

な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践

するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推

進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関

する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつな
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がることも期待される。 

ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体

及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定

する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯

にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊

要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公

共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわ

たる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成） 

第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現す

ることにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行

われなければならない。 

（食に関する感謝の念と理解） 

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、

また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が

深まるよう配慮されなければならない。 

（食育推進運動の展開） 

第四条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の

特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものと

するとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。 

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割） 

第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有し

ていることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保

育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に

取り組むこととなるよう、行われなければならない。 

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践） 

第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる

場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行う

とともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深め

ることを旨として、行われなければならない。 
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（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率

の向上への貢献） 

第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境

と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況

についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ること

により、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなけれ

ばならない。 

（食品の安全性の確保等における食育の役割） 

第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎

であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及び

これについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践

に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。 

（国の責務） 

第九条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつ

つ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務） 

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」とい

う。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教

育関係者等」という。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割に

かんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食

育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよ

う努めるものとする。 

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業

に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有す

ることにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的

に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まる

よう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよ

う努めるものとする。 

（食品関連事業者等の責務） 

第十二条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する

団体（以下「食品関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に
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関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努める

ものとする。 

（国民の責務） 

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基

本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推

進に寄与するよう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措

置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十五条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書

を提出しなければならない。 

第二章 食育推進基本計画等 

（食育推進基本計画） 

第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、食育推進基本計画を作成するものとする。 

２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 食育の推進の目標に関する事項 

三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこ

れを内閣総理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公

表しなければならない。 

４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県食育推進計画） 

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における

食育の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を

作成するよう努めなければならない。 

２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推

進会議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要

旨を公表しなければならない。 

（市町村食育推進計画） 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、
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食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内にお

ける食育の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）

を作成するよう努めなければならない。 

２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）

は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表し

なければならない。 

第三章 基本的施策 

（家庭における食育の推進） 

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び

理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事

についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓

発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指

導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家

庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 

（学校、保育所等における食育の推進） 

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する

活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長

が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、

食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果

たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育

所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等に

おける実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食

に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識

の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における食生活の改善のための取組の推進） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関す

る食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に

関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する

者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等に

おける食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の

充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずる

ものとする。 

（食育推進運動の展開） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業

者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための

活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かし
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つつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国において展開されるようにする

とともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する

普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進

するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の

食育の推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、

これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要

な施策を講ずるものとする。 

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産

者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進

及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業

の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促

進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内にお

ける消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施

策を講ずるものとする。 

（食文化の継承のための活動への支援等） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特

色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関す

る啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の

推進） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資する

よう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費

並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うととも

に、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正

確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、

食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推

進に関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずる

ものとする。 

第四章 食育推進会議等 

（食育推進会議の設置及び所掌事務） 

第二十六条 内閣府に、食育推進会議を置く。 

２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 
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二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の

推進に関する施策の実施を推進すること。 

（組織） 

第二十七条 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。 

（会長） 

第二十八条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（委員） 

第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣で

あって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号に掲げる事項に関する

事務及び同条第三項第二十七号の三に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育

担当大臣」という。） 

二 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

三 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第三号の委員は、非常勤とする。 

（委員の任期） 

第三十条 前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。 

（政令への委任） 

第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項

は、政令で定める。 

（都道府県食育推進会議） 

第三十二条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食

育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食

育推進会議を置くことができる。 

２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

（市町村食育推進会議） 

第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進

計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会

議を置くことができる。 

２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 
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附則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 
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資料２ 滑川市食育推進条例   

                   平成２３年３月３１日条例第３号   

 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条―第６条) 

第２章 食育推進計画(第７条) 

第３章 基本的施策(第８条―第 14 条) 

第４章 推進体制(第 15 条―第 22 条) 

附則 

 

近年、食生活をめぐる環境が大きく変化し、その影響が顕在化しており、栄養の偏りや

不規則な食事などによる肥満や生活習慣病の増加、地域の伝統的な食文化の衰退、食の安

全性への不安など様々な問題が生じている。 

 「食」は生きる根源であり、次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性を育み、生きる

力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。食育基本法では、食育は生

きる上での基本であり、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものとして位置付け、特に

子どもたちに対する食育は、生涯にわたって健全な心と身体を培うための食習慣づくりに

極めて大切であるとされている。 

 しかしながら、現代の子どもたちの食生活は、朝食の欠食や米を中心とした日本型食事

の崩れ、簡便な食事をとる傾向が強まるなど多くの課題がある。 

また、食習慣は、子どもたち自身の健康はもとより、親となり子どもを育てる立場にな

った場合にも、世代を超えて大きく関係するといわれている。 

これらの実態を踏まえ、幼児期における食育活動に重点をおき、子どもたちへの食育の

啓蒙普及を図ることにより、家庭における正しい食習慣へつなげ、広く市民に普及される

よう食育事業の推進を図ることが重要である。 

このため、家庭、保育所、幼稚園、学校、職域、地域など「食」に関わるすべての関係

者や団体が連携し、相互理解を深めながら、市民運動として展開していくため、この条例

を制定する。 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、食育基本法（平成 17 年法律第 63 号。以下「法」という。）に基づき 

本市における食育の推進に関する基本理念や施策の基本的事項を定め、市と市民が一体

となって食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、将来にわたり健
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康でいきいきとした市民生活の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 食育 知育、徳育及び体育の基礎となるべきものであり、様々な経験を通じて食に関 

する知識と食を選択する力を培い、健全な食生活を実践することができる人間を育て 

ることをいう。 

(2) 食 安全安心な食生活や食材の生産、製造、加工、流通、調理、廃棄に至るまでの広

範な事象をいう。 

(3) 地産地消 地元で生産された農林水産物を地元で消費することをいう。 

(4) 事業者 次に掲げる者をいう。 

 ア 教育関係者等 (教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健に関する

職務に従事する者並びにそれらの職務に関する関係機関及び関係団体をいう。) 

 イ 農林漁業者 (農林漁業者並びに農林漁業に関する関係機関及び関係団体をいう。)  

 ウ 食品関連事業者等 (食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者

及びその組織する団体をいう。) 

（基本理念） 

第３条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現す

ることにより、市民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資するよう、行わなければ

ならない。 

２ 食育の推進に当たっては、市民の食生活が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動に

支えられていることについて､感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。 

３ 食育を推進するための活動は、市民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に

応じた活動を行わなければならない。 

４ 食育は､家庭において食育が重要な役割を担っていることを認識するとともに､保育所

幼稚園、学校等においても、積極的に子どもに対する食育推進のための活動に取り組む

こととなるよう、行わなければならない。 

５ 食育は、市民があらゆる機会や場所を利用して、食料の生産から消費に至るまでの食に

ついて様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践するよう、

行わなければならない。 

６ 食育は、日本の伝統的な食文化や地域の特性を生かした食生活に配慮するとともに、食

料の生産者と消費者との交流等を図りながら、地産地消を推進し、地域の活性化に資す

るよう、推進しなければならない。 

７ 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎である

ことから、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供が、食に関する知

識と理解を深め、市民の適切な食生活の実践に資することを旨として、行わなければな
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らない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、

食育の推進に関する総合的な施策を策定し、国や県との連携を図りつつ、これを計画的

に実施するよう努めなければならない。 

２ 市は、市民に対し食育の推進に関する施策の普及啓発を図り、理解を得るよう努めな

ければならない。 

３ 市は、食育の推進に当たっては、必要な財政上の措置を講じるよう努めなければなら

ない。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念を理解し、家庭、保育所、幼稚園、学校、地域その他あらゆる

分野において、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、市が実施する

食育に関する施策について協力するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念を理解し、自主的かつ積極的に事業活動を通じた食の安全安

心及び食育の推進に努めるとともに、市が実施する食育に関する施策について協力する

よう努めるものとする。 

  第２章 食育推進計画 

（食育推進計画） 

第７条 第 15 条に定める滑川市食育推進会議は、食育に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するため、法第 18 条に基づき、食育推進計画を定めるものとする。 

２ 食育推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 食育の推進に関する施策についての基本方針 

(2) 食育の目標に関する事項 

(3) 市民等が行う自発的な食育推進活動等の促進に関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ための必要な事項 

  第３章 基本的施策 

（家庭における食育の推進） 

第８条 市は、子どもたちが自ら体験できる料理教室や食を楽しむ機会を提供するなど、

子どもたちが食育に対する関心や理解を深め、その発信源となり、家庭においても親子

で実践できるよう必要な施策を講ずるものとする。また、妊産婦や乳幼児の発達段階に

応じた栄養指導など適切な栄養に関する知識の普及、情報の提供等により正しい食習慣

の確立がなされるよう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市は、壮年期、高齢期の人たちが健康で長生きできるよう、年齢に応じた栄養指導や

生活習慣病を予防するための料理教室などを通じ、家庭において正しい食習慣が実践さ
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れるよう必要な施策を講ずるものとする。 

３ 市は、病後の人やその家族に対して、再発や二次障害を予防するため、病態に応じた

食生活が家庭で行えるよう支援するものとする。 

（保育所、幼稚園、学校等における食育の推進） 

第９条 市は、保育所、幼稚園、学校等における効果的な食育の推進を図るため、食育に

関する指導体制や指導内容を充実させ、学校給食等においてその活用がなされるよう必

要な施策を講ずるものとする。また、教育の一環として、食料の生産から消費に至るま

での様々な体験活動を積極的に行う施策を講ずるものとする。 

２ 市は、小学校、中学校の各教科で食育を学べるよう支援するものとする。 

（地域、職域等における食育の推進） 

第 10 条 市は、地域や職場において食生活の改善を促進し、生活習慣病を予防して健康を

増進するため、食育の知識を有するボランティアの養成及び育成を行ない、関係機関等

との連携による食育の普及や啓発活動の推進がなされるよう必要な施策を講ずるものと

する。 

（生産者と消費者との交流の促進） 

第 11 条 市は、生産者と消費者との交流の促進により、両者の信頼関係が構築するよう支

援し、消費者が生産者に対する感謝の念や理解を深めつつ、調和のとれた食料の生産や

消費が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（地産地消の推進） 

第 12 条 市は、市内で生産された安心かつ安全な農林水産物が学校給食に利用されるよう

推進するとともに、市民にも積極的に消費されるよう農林水産物の生産力向上を図るな

ど必要な施策を講ずるものとする。 

（食文化の継承のための支援） 

第 13 条 市は、地域の特色ある伝統的な食文化の継承を推進し、これらの食文化が引き継

がれるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（食育の推進に関する普及啓発） 

第 14 条 市は、効果的な食育の推進を図るため、関係者相互の意見交換等により、食育の

普及啓発に努めるものとする。 

  第４章 推進体制 

（推進会議） 

第 15 条 市は、法第 33 条第 1 項の規定に基づき、滑川市食育推進会議(以下「推進会議」

という。)を置く。 

（所掌事務） 

第 16 条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 市の食育推進計画を策定し、その実施を推進すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、関連する施
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策の実施を推進すること。 

（組織） 

第 17 条 推進会議は、会長及び委員 25 人以内をもって組織する。 

（会長） 

第 18 条 会長は、市長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。 

（委員） 

第 19 条 委員は、学識経験を有する者及び市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命す

る。 

２ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を

妨げない。 

（会議） 

第 20 条 推進会議は、会長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

（庶務） 

第 21 条 推進会議の庶務は、市民健康センターにおいて処理する。 

（委任） 

第 22 条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進

会議に諮って定める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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資料３「食育に関するアンケート調査結果の概要」  

 

調査目的： 滑川市食育推進計画の作成にあたっての基礎資料として、幼児期か

ら高齢期までの市民を対象に、食生活の状況や食育の認知度などに関する調査を

行った。 

  

調査内容  

１．児童・生徒調査  

 

対 象：小学生、中学生、高校生  計 1,570人  

小学校２年生322人、小学校５年生308人  

中学校２年生321人、高等学校１～３年生619人 

  

調査項目：生活リズム、食生活の状況  

食育の認知度（中学生）、朝食の内容（高校生）  

調査期間：小・中学校   平成２１年１２月 

     高等学校     平成２２年７月 

 

２．幼児の保護者調査  

 

対 象：保育園児、幼稚園児の保護者 計207人  

調査項目：子どもの食生活の状況、生活リズム 

保護者本人の食生活の状況、食への関心、食育の認知度・関心  

調査期間：平成２２年４月～８月 

 

３. 児童・生徒の保護者調査 

  

対 象：小・中学生の保護者 計819人  

調査項目：子どもの食生活の状況、生活リズム 

保護者本人の食生活の状況、地産地消の関心、食育の認知度や関心  

調査期間：平成２１年１２月 

 

 

 



  
 ８５ 

 

  

４．一般成人の調査  

 

対 象：20歳以上の市民（青年期、壮中年期、高齢期を対象にした事業の参加者）  

    20代37人、30代37人、40代21人、50代19人、60代33人、70代以上33人 

調査項目：食生活の状況、食への関心、食育の認知度・関心 

     メタボリックシンドロームの認知度 

調査期間：平成２２年７月～１２月（各事業において実施）  

 

５．就労者の調査 

 

対 象：市内企業、事業所に勤務する従業員  

   20代115人、30代166人、40代100人、50代81人、60代以上36人、不明3人 

調査項目：健康状態、食生活の状況、食生活に関する思い 

調査期間：平成２２年９月（市内６事業所において実施）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 ８６ 

 

  

～主な調査結果～ 

幼児～高校生 

(保育園児・幼稚園児の保護者、小学2、5年生、中学2年生、高校生）  

《食生活・生活習慣》 

○朝食の摂取  

・ 「朝食を必ず食べる」とする割合は90%前後である  

（幼児92.0％、小学２年91.0％、小学５年88.0％、中学２年87.9％）  

・ 高校生になると摂取状況は低下し、1割近くは欠食が常習化  

（「必ず食べる」79.6％、「食べない・あまり食べない」7.0％、「週に3

～6日食べない日がある」13.4％）  

 

○朝食を食べない理由 

 ・「時間がない」「食べたくない」が理由の72％を占める 

（幼児「食べたがらない」71.0％、朝食を食べない児童・生徒を合わせた理

由は「時間がない」「食べたくない」を合わせて72.0％、高校生「時間が

ない」「食べたくない」合わせて66.0％、） 

 

○朝食の準備 

・「朝食が用意されていない」が小学２年で8.9%、高校生で「時々または用

意されていない」が19.2％ 

・高校生で「自分で準備する」と答えた割合は男子で8.8%、女子で14.6％ 

  

○朝食の内容 

 ・「主食、おかず、汁物」がそろったバランスのとれた食事内容の割合は30％

から50％代 

 （幼児31.0％、小学２年46.0％、小学５年38.6％、中学２年45.2％、高校生

57.6%） 

 

○孤食の状況 

・ 朝食を１人でとる（孤食）割合は、年齢に従い高くなる  

（小学2年11.8％，小学5年13.0％，中学2年29.0％）  

・ 夕食は朝食と比べ孤食割合が低い  

（小学2年0.9％、小学5年2.2％、中学2年3.9％）  
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○望む食事相手（小学生・中学生）  

・「全員で」「誰かと」を合わせた家族との食事を望む割合は、成長に伴い

低下（小学2年87.9％、小学5年84.7％、中学2年69.8％）  

・ 成長に伴い、家族との食事よりも「ひとり」を望む割合が高い  

（小学2年11.8％、小学5年13.0％、中学2年29.0％）  

 

○食事の楽しさ（小学生）  

・「とても楽しい」「楽しい」とする割合は朝食では低く、夕食では高くな

る  

（小学2年朝食70.5％→夕食84.2％、小学5年68.2％→80.2％） 

  

○米が主食の割合（幼児・高校生） 

・ 米を主食にする割合が低下傾向  

（ 幼児57.5％、高校生58.8％）  

 

○ 起床時間と就寝時間(幼児) 

・ 幼児の起床時間は６：３０～７：３０が84.0％を占めている 

・ 幼児の就寝時間は遅くなっている傾向 

 (21:00までが27.0％、21:00から21:30は34.0％、21:30から22:00は25.0％、

22:00以後は14.0％) 

 

《食育・食生活》 

○「食育」の認知（中学生）  

 

・「言葉も意味も知っている」中学生が約２割 

・「意味は知らないが言葉では知っている」が中学生89.0％ 

 

○食に関する関心事項 (中学生) 

・ 関心事項の第1位は、料理の仕方58.0％ 

・第2位は栄養成分34.3％、第3位は食事と運動、肥満などの関係、食事のマ

ナーなど 

 

○ 普段の食生活に対する思い （中学生） 

・食生活についての問題意識をもっている生徒は、約２割 

(「大変良い・良い」63.6％、「少し問題・問題が多い」19.0％) 



  
 ８８ 

 

  

○ 今後の食生活 

・食生活を改善したい意識のある中学生は約３割 

 (「良くしたい」32.7％、「今のままで良い」43.3％、「考えていない」20.6％) 

  

一般市民  

《食生活》 

○朝食の摂取  

・「毎日必ず食べる」とする割合は、年代が上がるに従い高くなる 

（20代 78.4%、30代 84,8％、40代 86.1%、50代 88.7%、60代 100％）  

 

○朝食を食べない理由（全世代合計） 

・食べないことが習慣化している割合が２割 

「時間がないから」27.7%、「食べたくない・食欲がないから」19.3%、「準

備ができていない」7.6％ 

 

 ○朝食の内容 

 ・年代が高いほど「主食、おかず、汁物」がそろったバランスのとれた食事

内容の割合が高い 

 （20代 37.8％、 60代以上 64.6％） 

 

○朝食の主食 

・年代が高いほど米を主食にしている割合が高い 

（20代 64.9％、 60代以上 80.6％） 

 

《食育》  

○「食育」の認知度  

・ 食育の認知度は６割弱  

（「言葉も意味も知っていた」57．1％、「言葉は知っていたが、意味は知ら

なかった」37．5％ 「言葉も意味も知らない」4.5％）  

 

○「食育」への関心  

・ 食育への関心は年代が上がるごとに高まる  

（20代78.4%  70代以上90.1%）  



  
 ８９ 

 

  

○「食育」活動・行動  

・ 食育の活動・行動割合は年代が上がるに従い高まる  

（「食育に取り組めている」「少し取り組めている」を合わせた割合は20代で44.2％、

70代以上96.8%）  

  

○メタボリックシンドロームの認知度 

 ・「メタボリックシンドロームの言葉も意味も知っている割合」は67.6％ 

  （「言葉も意味も知らない」32.3％） 

  

 

保護者  

幼児の保護者、小・中学生の保護者に対し、子どもの食生活のほか、親とし

ての食生活に対する質問を行った。子育て年代となる一般市民の20～30代、40

代の特徴が出ている。  

  

○「食育」の認知度 

 ・保護者の食育の認知度は７割弱  

（小学生保護者「言葉も意味も知っていた」65.4％、「言葉は知っていたが、

意味は知らなかった」30.7％ 、中学生保護者「言葉も意味も知っていた」

69.1％、「言葉は知っていたが、意味は知らなかった」29.2％）  

  

○「食育」への関心 

・保護者の約７割が食育に関心がある 

（小学保護者「関心がある」「どちらかといえば」を合わせた割合は72.3％，

「あまりない」「ない」を合わせた割合は9.2％、中学保護者「関心がある」

「どちらかといえば」を合わせた割合は71.5％，「あまりない」「ない」を 

合わせた割合は9.7％）  

          

 ○地場産食材への関心  

・買い物の際、県産を意識する割合は約5～6割  

（小学生保護者「意識する」「少し意識する」を合わせた割合52.6％、反対

に、「どちらかというと意識しない」と「意識しない」とする割合22.1％ 

中学生保護者「意識する」「少し意識する」を合わせた割合58.8％、反対

に「どちらかというと意識しない」と「意識しない」とする割合16.6％）  

・ 朝市の利用は２０～３０代の保護者は12.6％と低い状況 
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○「食育」が必要だと思う世代 

・ 食育が必要な世代は小学生の保護者は小学生、中学校の保護者は中学生が 

必要と思っている親が多い  

 

○ 普段の食生活に対する思い  

・食生活についての問題意識をもっている保護者は、約4～５割弱 

(小学生保護者 現在の食生活が「大変良い」「良い」を合わせた割合は43.5％、

「少し問題」「問題が多い」を合わせた割合は48.2％、中学生保護者 現在

の食生活が「大変良い」「良い」を合わせた割合は51.6％、「少し問題」・

「問題が多い」を合わせた割合は42.3％) 

 

○今後の食生活 

・食生活を改善したい意識のある保護者は６割以上 

 (小学生保護者「良くしたい」65.6％、「今のままで良い」25.3％、「考えて

いない」8.9％、 中学生保護者「良くしたい」59.3％、「今のままで良い」

30.5％、「考えていない」9.8％) 

  

○今後の食生活で留意したいこと（複数回答） 

 ・バランスのとれた食事の実践を一番に考えている傾向 

 （第１位｢バランスのとれた食事」、第２位「食事のマナーや作法の習得」 

  第３位「食品の安全性」、第４位「食生活リズム」第５位「食卓を囲む機

会の増加」） 

 

○ 教育ファームへの認知度・関心 

・ 教育ファームの認知度は1割弱 

(教育ファームに「参加したい」「機会があれば参加したい」を合わせた割

合は70.1％と意識が高い) 

 

○ 自家栽培の経験者の割合 

・自家栽培経験がある家庭は約半数 

 (野菜の自家栽培経験が「ある」44.3％、「ない」55.6％) 
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保護者の食育に対する意見（自由記載） ［平成２１年５月調査］ 

・あまり難しく考えないで、楽しく会話しながらいろいろ伝えたいと思います。  

子供も高学年になってくるといろいろ教わってくるので、それを子供が親に教えてく

れ、会話のきっかけが増えました。 

・私が日ごろ気をつけて注意を払うところは、できるだけ食品添加物の少ない食べ物 

を選んで購入することです。 

・味付けはなるべく薄くし、生野菜をたくさん取るように心がけています。 

・とにかく手作りしてできるだけ地のものを使用して一生懸命私が食事を作ればこの 

思いが食育になると思う。 

・母親がいないとき父親が、食べられたらいいとファストフードへ行きがちなのが困 

るので、自分で作るように（作らなきゃと思ってほしい）なってほしい。 

・小学校の頃給食はランチルームで全校児童でいただいていました。 

その後給食委員会が食育に関する発表やお知らせをしていました。もちろん栄養士の

先生も教えていましたが、子供による子供に対しての情報提供はより関心があり心に

残ると思います。寺家小学校では残念ながら調理は自校方式ではなくランチルームは

ありませんが、給食後、数分でいいので各クラスを高学年がまわって情報提供しなが

ら発表者自らも関心を抱いていくといった機会を設けるのも一つの方法かと思いま

す。 

・地産地消という言葉をスーパーで見かけて買おうとするが、高かったり量が少なか 

ったりして買わないことが多い。 

・食育はまず食べ物を食べることができるという当たり前になっていることが実はす 

ごくありがたいことということを子供たちには理解させていきたいと思っている。 

・食育ということに関心はあっても何をしたらいいかわからないのが実際の状況です。

親子で聞けるような食育をテーマとした会などがあると参加しやすいです。 

・おいしいものを心をこめて料理することが大切と思います。 

娘がいったこと「1 年のとき給食はあまりおいしくなかった。2 年になっておいし 

くなった。人が変わった。上手に一生懸命作ってくれる人が調理してくれている。」 

・夕食は家族全員で食べたい気持ちはあるが、なかなか現状では難しいです。 

・毎日時間に追われて作る料理ばかりなので食育等を考える暇がなく、手軽に作れる 

ものばかりになってしまいます。親世代の方もその親から「食育」を習っていないた

めわからないのではないでしょうか。 

・地産地消を心がけているが、県内産のものより県外産あるいは外国産の方が安価な 

のは不思議です。安全なのでしょうか。また、健康志向と食育が必ずしも一緒ではな

い気がします。 

・子どもは保育園で食育について学び、おかげで親も意識するようになりました。 
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・食育とかではなく、核家族であろうが大家族であろうが誰か（家族がベスト）とと 

もに食事をして会話をして常にコミュニケーションをとることが第一条件だと思い

ます。今の子どもたちは、できている子が少ないような気がします。親同士が話をし

ていて子供の話を聞かないという姿、悲しいです。子供も知りたい話は意味がよくわ

からなくても伝えるべきと思い、家族で話をしながら食卓を囲んでいます。 

・家庭での食育が最も重要だと思いますが、子供は学校で教えてもらったことは素直 

に受け入れるので学校でもなんらかの形で学ぶ機会があるとありがたいなと思いま

す。 

・簡単なものでいいので調理実習など体験することでわかりやすく理解しやすいので 

はないかと思います。 

・高血圧の人にはどのような食品・食事に気をつければいいのかなぁ？ 

・食育は低年齢のうちから継続して行っていくことが大切だと思います。小学校から家

庭へ投げかけることで食育が進むならそれもよし・・・と思う。 

・父兄の方と食事をする機会を得た時、食事の作法の無知さに驚く。この親から子供 

たちが学べるとは思えない。 

・副菜は必ず 1 品は手作りを出すようにしている。 

・子供の成長には食育というものはとても大切だと思います。子供と一緒に学んでい 

きたいです。 

・自分で作った野菜を自分で料理してたくさんの人たちと一緒に食べて話し合うのが 

一番の食育だと思う。 

・今の時代だからこそ「食育」が大切！食事がとても大切だと思っています。 

・見てみる食育も大切ではないかと思います。例えば、加工食品がどのような作り方 

で製造されたり、スーパーではどのように食品が店に運ばれて店に並べられているか

など、実際に現場を見学しないとわからないことが多いと思います。現場見学を通し

て食品の流通過程の勉強も食育には必要だと思います。 

・あまり難しいことより、出されたものには文句を言わずきちんと食べる。作った人 

に感謝する。食べることのマナーをお互いに気にかける。季節ならではというメニュ

ーも取り入れるなど食事をすることは毎日欠かさないことなのでこれは当たり前と

なるようにしたいです。 

・家での家庭菜園など子供たちが進んで農業などに関心があるのは良いことだと思いま

す。我が家の子供たちは進んで家庭菜園を行っています。（トマト、枝豆） 

・市が主催する地産地消の親子料理教室の回数をもっと増やしてほしい。各校下でも 

主催してほしい。 

・見たり聞いたりして日ごろ気をつけていてもそのうち忘れてしまいがちになるので、 

時々このように知らせていただけると再確認できるのでありがたいです。 

・食べ物があふれてありがたみが少ない。 
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・世界中の人々の中で毎日ごはんを食べられない人がたくさんいることを忘れず、食 

べ物に感謝していただきたいと思っている。なるべく加工食品に頼らず食べたいが難

しい。なるべく添加物の少ないものを選ぶように心がけている。みんなで楽しく食事

をしたい。 

・好き嫌い（野菜・魚・肉・乳など）が多い子供が多く、また、好き嫌いではなく体質

の問題をかかえていることもあると思います。私たちが小さい頃は考えられないぜい

たくな食事が進み、本来のおいしい食事が遠ざかっていると思うので、どうしてなの

かを考えるべきだと思います。食事をしながら家族との会話も必要だと思います。会

話をすることで、楽しい食事をとることができると思います。家ではあまり好き嫌い

なく肉・魚・野菜みんなで取り合いっこしながら楽しんで食べています。 

・副食を大人に合わせるべきか子どもに合わせるべきか迷います。栄養を考えると子 

どもに合わせがちですが。給食でしっかりと栄養を摂っていると思う面もあるんです

が、どうでしょうか？ 

・カップめんやスナック菓子、清涼飲料水などすぐに口にできるものを口にしがちで 

あるが、時々であればいいけど常に食べ続けると体にはよくないことをすべての子ど

もたちが理解してくれたらいいと思います。そのためには、まず親の方から変えてい

かないといけませんが・・ 

・滑川市でも積極的に「食育」に取り組んでほしいと思っています。その場合、子ど 

も世代に限定されるものではなく成人も含めた地域ぐるみの取り組みでお願いしま

す。 

・安全な食品だけ販売してほしい。 

・食育と難しく教えたり考えたりしなくても、好き嫌いせず残さず、気持ちよく食事 

できればよいのでないでしょうか。 

・とても大切なことですが、現実的には本当にできてなく残念思います。気持ち的に 

も世の中的にももっと豊かになることを願います。 

・学校の給食は栄養のバランス大事ですが、おいしさも重視して給食がもっと楽しい 

時間になってほしい。 

・経済的なこともあり、考える余裕がない。ないなりにも野菜は必ず食卓に出します。

みんな必ず野菜は食べます。まずは楽しい食卓にすることが大事（好き嫌いは別） 

・親から離れ始めるころに好みやマナー、バランスが崩れたりして自分の意識が必要 

になってくるので、中学生のころからの意識の向上が望まれます。 

・ヨシケイ利用しています。朝は父、夜は母が料理作りを担当しています。子供にも 

できるだけ食事作りを手伝ってもらっています。あれこれ言葉で教えるより、体験さ

せることが一番ではないでしょうか。 

・とにかく手作りをしてできるだけ地のものを使用し、一生懸命私が作ればこの思い 

は食育になると思う。 
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・子どもたちに教えることと並行してその親が認識できるようになって実行していか 

ないと難しい。 

・食事は楽しくバランスよくが大事だと思います。 

 

・祖母の家庭菜園により自給率もアップし、新鮮な野菜をたくさん食べることができて

います。普段から食育の基本を学び生活していると思います。 

・家庭内でしっかりとおとなが食育を意識した食生活を営むことで、子供たちの健全 

な食生活を作っていくと思っています。 

・物があふれすぎ、便利な物がありすぎて食の基本である「感謝する」ということに 

欠けている。子供だけでなく自分自身も常にこの気持ちを忘れないように心がけ、子

供にも話をしている。 

・学校給食で人気メニューなど家庭でも取り入れて参考にしたいのでレシピなど時々 

給食だよりに入れていただけるとよいと思いますし、家族も給食の味を感じられてよ

いと思います。 

・給食の献立を参考に地元の野菜や食品について学んでみるもの身近でよいと思う。 

・知識を習得する機会を作っていただけるとうれしいです。 

・食育に関心はあるが、活動や行動を全くしていないといことに気づきました。今後 

考えていかなければと思いました。 
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資料４ 滑川市食育推進会議委員名簿 

    平成２２年度  

  組織 所属・役職 氏名 

1 

関係機関・団体 

滑川市自治会連合会副会長 

（保健衛生担当代表） 
有金 政俊 

2 滑川漁業協同組合代表理事組合長 萩原 金吉 

3 滑川商工会議所会頭 斉藤 慎一 

4 滑川市飲食店組合代表 廣澤 眞治 

5 ＪＡアルプス代表理事組合長 谷川  剛 

6 滑川市農業公社事務局長 矢野 忠司 

7 滑川市営農組合連絡協議会長 山本 文敏 

8 滑川ひかる市運営協議会長 古塚  知宣 

9 ＪＡアルプス女性部滑川地区部長 亀田 佳美 

10 

教育（保育）関係 

滑川市小学校長会長 石上 和子 

11 滑川市中学校長会長 稲垣 宗之 

12 滑川市小中学校ＰＴＡ連合会長 小林 昌樹 

13 滑川市幼稚園代表（同朋幼稚園長） 蜷川 徳子 

14 滑川市保育士会長 安本 弘美 

15 
医療機関 

滑川市医師会代表 車谷  亮 

16 滑川市歯科医師会長 高野 建一 

17 
ボランティア 

団体 

滑川市ヘルスボランティア協議会長 川岸 忠毅 

18 滑川市食生活改善推進協議会長 深井 さつ子 

19 滑川市母子保健推進員協議会長 大浦 邦子 

20 

一般公募 

公募委員 石坂 直樹 

21 公募委員 牧田  太 

22 公募委員 藤井 慈枝 

23 

市役所 

市長 （滑川市食育推進会議会長） 上田 昌孝 

24 副市長 久保 眞人 

25 教育長 石川 忠志 

26 
参与 

富山県富山農林振興センター所長 瀬戸 正次 

27 富山県中部厚生センター所長 横川  博 
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平成２３年度 

  組織 所属・役職 氏名 

1 

関係機関・団体 

滑川市自治会連合会副会長 

（保健衛生担当代表） 
有金 政俊 

2 滑川漁業協同組合代表理事組合長 萩原 金吉 

3 滑川商工会議所会頭 斉藤 慎一 

4 滑川市飲食店組合代表 廣澤 眞治 

5 ＪＡアルプス代表理事組合長 谷川  剛 

6 滑川市農業公社事務局長 高辻  進 

7 滑川市営農組合連絡協議会長 山本 文敏 

8 滑川ひかる市運営協議会長 古塚  知宣 

9 ＪＡアルプス女性部滑川地区部長 亀田 佳美 

10 

教育（保育）関係 

滑川市小学校長会長 石上 和子 

11 滑川市中学校長会長 稲垣 宗之 

12 滑川市小中学校ＰＴＡ連合会長 石倉 一正 

13 滑川市幼稚園代表（同朋幼稚園長） 蜷川 徳子 

14 滑川市保育士会長 安本 弘美 

15 
医療機関 

滑川市医師会代表 車谷  亮 

16 滑川市歯科医師会長 網谷 伸治 

17 
ボランティア団

体 

滑川市ヘルスボランティア協議会長 海老原美代子 

18 滑川市食生活改善推進協議会長 森  暁美 

19 滑川市母子保健推進員協議会長 大浦 邦子 

20 

一般公募 

公募委員 石坂 直樹 

21 公募委員 牧田  太 

22 公募委員 藤井 慈枝 

23 

市役所 

市長 （滑川市食育推進会議会長） 上田 昌孝 

24 副市長 久保 眞人 

25 教育長 石川 忠志 

26 
参与 

富山県富山農林振興センター所長 竹田 淳一 

27 富山県中部厚生センター所長 大江  浩 
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 滑川市食育推進庁内検討委員会名簿（Ｈ２２年度～２３年度） 

   

  組織 所属・役職 氏名 

1 市役所関係 副市長 久保 眞人 

2   産業民生部長 
坪川 宗嗣（H22年度） 

小幡 卓雄（H23年度） 

3  市民課長 荒木 隆 

4   農林課長 
碓井 善仁（H22年度） 

上坂 清治（H23年度） 

5   商工水産課長 
稲谷 幹男（H22年度） 

碓井 善仁（H23年度） 

6   
福祉課長(平成２３年度より教育委員会

子ども課長) 
川原 啓子 

 

7 
  

子育て支援センター所長(平成２３年

度より教育委員会子ども課所属) 

福田 敬子（H22年度） 

金島 芳子（H23年度） 

8 教育委員会 次長 
若林 克己（H22年度） 

宮川  潮（H23年度） 

9   学務課長 平井 利枝子 

10  生涯学習スポーツ課長 山下 貴章（H23年度） 

11   教育センター所長 
川尻 政市（H22年度） 

山岸  均（H23年度） 

12   給食調理場（栄養教諭） 三邊 真純 

13  給食調理場（栄養教諭） 松井 ちひろ（H23年度） 

14  子ども課管理栄養士 吉田 さや香（H23年度） 

15 

事務局 

市民健康センター所長 石原 和子 

16 〃   副主幹（管理栄養士） 結城 幹子 

17 〃   管理栄養士 石尾 真希子（H22年度） 
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  組織 所属・役職 氏名 

1 公募市民 公募委員 石坂 直樹 

2   公募委員 牧田  太 

3   公募委員 藤井 慈枝 

4 市役所関係 農林課副主幹 地崎 紀子 

5   商工水産課主査 永田 光司 

6   福祉課主任 稲場  愛 （H22年度） 

7 教育委員会 教育センター所長代理 
稲垣 孝誠 （H22年度） 

菅田 道明 （H23年度） 

8   学校給食調理場長補佐 堺谷 勝明 

9   〃 （栄養教諭） 三邊 真純 

10  〃 （栄養教諭） 松井 ちひろ（H23年度） 

11   〃 （調理員） 
福田 弘美 （H22年度） 

北條 清美 （H23年度） 

12  生涯学習スポーツ課主任 中田 峰春 （H23年度） 

13  子ども課管理栄養士 吉田 さや香（H23年度） 

14  保育所調理員代表（あずま保育所） 
北條 清美 （H22年度） 

福田 弘美 （H23年度） 

15  

事務局 

市民健康センター所長 石原 和子 

16 〃   副主幹（管理栄養士） 結城 幹子 

17  〃   管理栄養士 石尾 真希子（H22年度） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

滑川市食育推進計画策定ﾜｰｷﾝｸﾞ部会名簿(H22 年度~23 年度) 
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資料５ 計画の策定経過 

 年月日    実 施 会 合 等 内   容 

平成２２年 

４月１９日  

第 1 回滑川市食育推進庁内検討

委員会 

庁内食育関係部署の事業把握 

５月１２日  第 2 回滑川市食育推進庁内検討

委員会 

第１回滑川市食育推進会議の

内容について 

６月 ２日 第１回滑川市食育推進会議 滑川市食育推進事業の構想 

滑川市食育事業の現状 

今後の事業推進予定 

６月２３日 第１回滑川市食育推進計画策定

ワーキング部会 

市食育関係部署の今年度事業

について 

食育推進計画策定スケジュー

ルについて 

実態把握の方法について 

7月～８月 各部署で実態把握の実施・集計 

９月２８日 第２回滑川市食育推進計画策定

ワーキング部会 

実態把握結果からの課題抽出

とその対策検討 

１０月２９日 第３回滑川市食育推進庁内検討

委員会・滑川市食育推進計画策

定ワーキング部会合同開催 

学校給食試食会 

実態把握からの課題と対策に

ついての検討 

１１月 ２日 第２回滑川市食育推進会議 滑川市食育推進計画について 

・計画策定に向けての実態把

握結果とその課題と対策につ

いて 

・課題に対する意見交換 

滑川市食育推進条例について 

１２月～ 

平成 23 年 1

月 

食育関係部署の素案の提出、相互に連絡しながら事務局で調整

し、滑川市食育推進計画素案作成 

  ２月２日 第４回滑川市食育推進計画策定

ワーキング部会 

滑川市食育推進計画素案につ

いて協議 

計画案数値目標について 

  ２月９日 第４回滑川市食育推進庁内検討

委員会 

滑川市食育推進計画素案につ

いて協議 
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 年月日    実 施 会 合 等 内   容 

平成２３年 

２月２４日  

第３回滑川市食育推進会議 滑川市食育推進条例案・滑川

市食育推進計画案について 

３月 素案の最終調整 

４月１日～ 

４月２０日 

パブリックコメント実施 滑川市ホームページへの掲載 

市役所、市民健康センター 

各地区公民館 

２件の意見提出 

４月２１日  第５回滑川市食育推進庁内検討

委員会・滑川市食育推進計画策

定ワーキング部会 

滑川市食育推進計画案、パブ

リックコメントの報告 

平成２３年度の各部署の食育

事業計画について 

５月１０日 第４回滑川市食育推進会議 滑川市食育推進計画案、パブ

リックコメントの報告 

今年度の各部署の食育事業計

画について 

５月中旬  パブリックコメントの報告 滑川市ホームページへの掲載 

６月 滑川市食育推進計画公表 滑川市食育推進会議委員、 

食育関係団体、関係機関等に 

配布 

６月 滑川市食育推進計画概要版の作

成 

市内全戸配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


